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大学院大学設置可能性調査事業（案） 
                                総合政策部企画課 
【背景】 
高等教育機関設置は、４年制大学が地域に存在しない当地域にとって長年の地域の悲願

であり、リニア時代を見据えた持続ある地域づくりにとっても重要な政策と考えており、

学輪ＩＩＤA や南信州広域連合のＰＪにおいて検討がされてきました。 
産業界からも動きがでてきており、デザインをキーワードに今後の地域づくりを考える

ことを目的にシンポジウムを開催しながら、飯田産業センターを事務局にこの７月、「デザ

イン系大学院大学の設置を考える会」が立ち上がってきました。 
こうした動きを受けて、地域が必要とする大学院大学の可能性について、飯田市の考え

方をまとめていきたいと考えました。 
【意義】 
現在までの考え方として、少子化の流れの中では、４年制大学にこだわらず、帰ってこ

られる環境づくりと地域に必要な人材育成という視点から、大学院大学についての可能性

を探る必要があると考えており、今後の様々な検討に際して、中心となる飯田市の考え方

を整理、検証しておく必要性があります。 
ここでいう大学院大学は、学部をおくことなく大学院をおく大学で、20～40 人規模でも

成立し、設置において数値的基準に縛られない大学であり、技術者や研究者養成から法科

や会計の専門職養成まで幅広い分野で設置されています。 
 

【飯田市として調査を行う考え方】 
 高等教育機関設置は、飯田下伊那地域全体の課題ですが、その議論は、飯田市がリーダ

ーシップを取って主体的に検討し、リードしなければこれ以上具体化していかないと考え

ます。 
 広く「デザイン」をテーマとした高等教育機関を検討する上で「事業構想（プロジェク

トデザイン）」について教育研究している学校法人から協力の意向が示され、この機を捉え

て具体的な検討に踏み出したいと考えるものです。 
 

【想定する委託先】 
 ◇2012 年開学「事業構想大学院大学」〈付属機関〉事業構想研究所 (東京都) 

◇設置者   学校法人 東教育研究団 

◇学位    事業構想修士（ＭＰＤ） 

  企業の新規事業担当者、事業継承者、地域活性化を志す人 
ＮＰＯ法人の運営者及び社会起業家、起業（ベンチャー）を起こす人 



【委託内容、事業費】 
委託する内容は、この地域における事業構想を中心に据えた可能性について、実際に模

擬大学院大学で地域の皆さんの体験も含めて検証しながら、産業界での動きと連携してい

くことで、当地域における将来的な可能性の資料とし、今後の様々な議論に活かしていき

ます。 
１ 模擬大学院大学の試行 
・事業継承者や企業の開発部門担当者、起業を目指す方等を対象に 10～15 人（公募） 
・事業構想の考え方を立案できるところまでを試行、大学院大学として大都市以外の

ところでの今後の可能性と当地域の参加者意見を合わせて検証する。 
 ２ デザインのもつ可能性調査 

・「デザイン系大学院大学の設置を考える会」（長野大学禹在勇（ウ・ジェヨン）教授

との連携） 
 
 上記 2 点についての調査費として、大学院大学の年間授業料を参考に、年間 160 万円×

15 人×1／2＝12,000 千円を想定しており、この金額で上記２の可能性調査を含めて実施し

てもらうよう考えています。 
 
【今後の展開】 
 高等教育機関については、今回調査する大学院大学を含めて、その方法や分野、事業（経

営）主体などまだまだ検討する事項が数多くあります。 
 従って、今回の補正による調査事業を進めながら、次年度以降の組み立てを考えていき

ます。 
高等教育機関の調査・研究は、デザイン系大学院大学を考える会の動きも合わせて、引

き続き実施していくこととし、住民理解を深めながら、最終的には当地域として一定の方

向性を出していくことになります。 



法的な位置付け 設置基準

●大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸
を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす
る　　　　（学校教育法第83条）
●大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く
社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする
　　（学校教育法第83条第2項）

●大学設置基準の第8章において、校地・校舎等の施設及び設備等につ
いて明確に謳われている
　・校地（第34条）　・運動場（第35条）　・校舎等施設（第36条）
　・校地の面積（第37条）　・校舎の面積（第37条の2）
　・付属施設（第39条）　など

大学院

●大学には、大学院を設置することができる（学校教育法第97条）
●大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又
は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した
能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする（学校教育法第99
条）

●大学院設置基準第7章にて、施設及び設備等について謳われている
　・講義室等（第19条）　・機械、器具等（第20条）　・図書の資料（第21条）
など

専門職大学院
●大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求
められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的と
するものは、専門職大学院とする　　（学校教育法第99条第2項）

●専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的
に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする
　（専門職大学院設置基準第17条）

大学院大学

●教育研究上特別の必要がある場合においては、第八十五条の規定に
かかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができ
る（学校教育法第103条）
　→第85条：大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の
教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合において
は、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる

●学校教育法第百三条に定める大学に置く大学院（独立大学院）の研究
科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に
応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする
　（大学設置基準第２３条）
●独立大学院は、共同教育課程のみを編成することはできない（大学設
置基準第２３条－２）
●独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模
の校舎等の施設を有するものとする。 （大学設置基準第２４条）

大学等の法的な位置づけと設置基準

大学












